
環 境 確 保 条 例 及 び 同 施 行 規 則 

（第三節 土壌及び地下水の汚染の防止） 

 

環境確保条例 同施行規則 

（土壌汚染対策指針の作成等） 
第１１３条 知事は、有害物質に汚染された土壌

からの有害物質の大気中への飛散又は土壌汚

染に起因する地下水の汚染が、人の健康に支障

を及ぼすことを防止するため、土壌汚染の調査

及び対策に係る方法等を示した指針（以下「土

壌汚染対策指針」という。）を定め、公表する

ものとする。 

 

（汚染土壌の処理に関する命令） 
第１１４条 知事は、工場又は指定作業場を設置

しているもので、有害物質を取り扱い、又は取

り扱った者（以下「有害物質取扱事業者」とい

う。）が、有害物質により土壌を汚染したこと

により大気又は地下水を汚染し、かつ、現に人

の健康に係る被害が生じ、又は生じるおそれが

あると認めるときは、当該有害物質取扱事業者

に対して、土壌汚染対策指針に基づき、規則で

定めるところにより、汚染処理の計画書（以下

「汚染処理計画書」という。）を作成し、これ

に基づき、当該工場又は指定作業場の敷地内の

汚染土壌の処理をすることを命ずることがで

きる。この場合において、当該有害物質取扱事

業者が当該敷地の所有者と異なるときは、当該

所有者は、当該措置の実施に協力しなければな

らない。 

（汚染処理計画書） 
第５３条 条例第１１４条第１項及び第１１５

条第２項に規定する汚染処理計画書には、次に

掲げる事項を記載しなければならない。 
一 汚染の状況 
二 汚染処理の区域 
三 汚染処理の方法 
四 汚染処理の開始及び終了の時期 

五 汚染処理の期間中の環境保全策 

六 汚染土壌の搬出及び搬出先での処理の方  

法 
２ 条例第１１４条第２項（第１１５条第３項の

規定において準用する場合を含む。）に規定す

る汚染処理計画書の提出は、別記第３０号様式

による汚染処理計画書提出書によらなければ

ならない。 

２ 前項の命令を受けた有害物質取扱事業者は、

前項の規定により作成した汚染処理計画書を

知事に提出しなければならない。 
３ 前項の規定により汚染処理計画書の提出を

した有害物質取扱事業者は、汚染の処理が完了

したときは、その旨を知事に届け出なければな

らない。 

（汚染処理又は汚染拡散防止措置の完了届） 
第５４条 条例第１１４条第３項（第１１５条第

３項の規定において準用する場合を含む。）に

規定する汚染処理の完了の届出並びに第１１

６条第３項及び第１１７条第４項に規定する

汚染拡散防止措置の完了の届出は、別記第３１

号様式よる汚染処理（汚染拡散防止措置）完了

届出書によらなければならない。 
（地下水汚染地域における土壌汚染の調査要請

等） 
第１１５条 知事は、有害物質による地下水の汚

染が認められる地域がある場合は、当該地域内

（汚染状況の調査） 
第５５条 条例第１１５条第１項、第１１６条第

１項及び第１１７条第２項に規定する土壌の

汚染状況の調査は、次に掲げる事項（条例第１



の有害物質取扱事業者に対し、土壌汚染対策指

針に基づき規則で定めるところにより、その敷

地内の土壌の汚染状況を調査し、その結果を報

告するよう求めることができる。 
２ 知事は、前項の調査結果により、当該敷地内

の土壌の有害物質の濃度が規則で定める基準

（以下「汚染土壌処理基準」という。）を超え

る場合で、知事が行う周辺の地下水の水質調査

の結果等により、当該土壌汚染が当該地下水汚

染の原因であると認められるときは、当該有害

物質取扱事業者に対し、土壌汚染対策指針に基

づき、規則で定めるところにより、汚染処理計

画書を作成し、これに基づき、当該敷地内の汚

染土壌の処理をすることを命ずることができ

る。 
３ 前条第２項及び第３項の規定は、前項により  

命令を受けた有害物質取扱事業者について準

用する。 

１５条第１項に規定する調査の場合は、第３号

及び第４号を除く。）について行うものとし、

その調査結果の報告は、別記第３２号様式によ

る土壌汚染状況調査報告書によらなければな

らない。 
一 有害物質の使用及び排出の状況 
二 有害物質による土壌等の汚染状況 
三 地下水等の状況 
四 今後の土地の利用計画 

 

（汚染土壌処理基準） 
第５６条 条例第１１５条第２項に規定する規

則で定める基準は、別表第１２の上欄に掲げる

有害物質の種類の区分に応じ、当該下欄に掲げ

る基準値とする。 

（工場又は指定作業場の廃止又は建物除却時の

義務） 

第１１６条 有害物質取扱事業者は、工場若しく

は指定作業場を廃止し、又は当該工場若しくは

指定作業場の全部若しくは主要な部分を除却

しようとするときは、廃止又は除却をしようと

する日の３０日前までに、土壌汚染対策指針に

基づき規則で定めるところにより、当該工場又

は指定作業場の敷地内の土壌の汚染状況を調

査し、その結果を知事に届け出なければならな

い。 
２ 知事は、前項の調査の結果、当該敷地内の土

壌の有害物質の濃度が汚染土壌処理基準を超

えていると認めるときは、当該有害物質取扱事

業者に対し、土壌汚染対策指針に基づき、規則

で定めるところにより、当該敷地内の汚染土壌

の拡散を防止するための計画書（以下「汚染拡

散防止計画書」という。）を作成し、これに基

づき、汚染の拡散の防止の措置をとることを命

ずることができる。この場合において、当該有

害物質取扱事業者が当該敷地の所有者と異な

るときは、当該所有者は、当該措置の実施に協

力しなければならない。 
３ 前項の命令を受けた有害物質取扱事業者は、

同項の規定により作成した汚染拡散防止計画

書を知事に提出するとともに、汚染の拡散の防

（汚染拡散防止計画書） 
第５７条 条例第１１６条第２項及び第１１７

条第３項に規定する汚染拡散防止計画書には、

次に掲げる事項を記載しなければならない。 
一 汚染の状況 
二 汚染の拡散防止の区域 
三 汚染の拡散防止の方法 
四 汚染の拡散防止の開始及び終了の時期 
五 汚染の拡散防止の期間中の環境保全対策 

六 汚染土壌の搬出及び搬出先での処理の方  

法 
２ 条例第１１６条第３項及び第１１７条第３

項に規定する汚染拡散防止計画書の提出は、別

記第３３号様式による汚染拡散防止計画書提

出書によらなければならない。 



止の措置が完了したときは、その旨を知事に届

け出なければならない。 
４ 前３項の規定にかかわらず、有害物質取扱事

業者が土壌汚染の調査又は汚染の拡散防止の

措置を行わずに第１項の廃止又は除却に係る

土地の譲渡（借地の場合にあっては当該土地の

返還をいう。以下同じ。）をしたときは、譲渡

を受けた者が土壌汚染の調査又は汚染の拡散

の防止の措置を講じなければならない。 
（土地の改変時における改変者の義務） 
第１１７条 規則で定める面積以上の土地にお

いて行う土地の切り盛り、掘削等規則で定める

行為（以下「土地の改変」という。）を行う者(以

下「土地改変者」という。）は、土壌汚染対策

指針に基づき、当該土地の改変を行う土地にお

ける過去の有害物質の取扱事業場の設置状況

等規則で定める事項について調査し、その結果

を知事に届け出なければならない。 
２ 知事は、前項の調査の結果、当該土地の土壌

が汚染され、又は汚染されているおそれがある

と認めるときは、土地の改変者に対し、土壌汚

染対策指針に基づき、規則で定めるところによ

り、当該土壌の汚染状況を調査し、その結果を

報告するよう求めることができる。 
３ 土地改変者は、前項の調査の結果、当該土地

の土壌の有害物質の濃度が汚染土壌処理基準

を超えていることが判明したときは、土地の改

変に伴う汚染の拡散等を防止するため、土壌汚

染対策指針に基づき、規則で定めるところによ

り、汚染拡散防止計画書を作成し、知事に提出

しなければならない。 
４ 前項により汚染拡散防止計画書の提出をし

た土地改変者は、前項の汚染拡散防止計画書の

内容を誠実に実施し、汚染の拡散の防止の措置

が完了したときは、その旨を知事に届け出なけ

ればならない。 

（土地の改変時の調査等） 
第５８条 条例第１１７条第１項に規定する規

則で定める面積は、３，０００平方メートルと

する。 

２ 条例第１１７条第１項に規定する規則で定

める行為は、次に掲げる行為とする。 
一 土地の切り盛り、掘削その他土地の造成 
二 建築物その他の工作物の建設その他の行

為に伴う土地の形質の変更 
３ 条例第１１７条第１項に規定する規則で定

める調査事項は、次に掲げるとおりとし、その

調査結果の届出は、別記第３４号様式による土

地利用の履歴等調査届出書によらなければな

らない。 
一 有害物質の取扱事業場の設置状況その他

の土地の利用の履歴 
二 有害物質の使用、排出等の状況 

（記録の保管及び承継） 
第１１８条 有害物質取扱事業者、第１１６条第

１項の廃止又は除却に係る土地の譲渡を受け

た者及び土地改変者は、この節の規定に基づき

実施した調査及び処理について記録を作成し、

保管しておかなければならない。 
２ 有害物質取扱事業者、第１１６条第１項の廃

止又は除却に係る土地の譲渡を受けた者及び

 



土地改変者が、土壌汚染の調査又は汚染土壌の

処理若しくは拡散の防止の措置を行った土地

を譲渡するときは、前項の記録を当該土地の譲

渡を受ける者に確実に引き継がなければなら

ない。 
（調査及び処理等に係る指導及び助言） 
第１１９条 知事は、有害物質取扱事業者、第１

１６条第１項の廃止又は除却に係る土地の譲

渡を受けた者及び土地改変者がこの節の規定

に基づき行う汚染土壌の調査及び処理等に関

し、必要に応じ指導及び助言を行うものとす

る。 

 

（勧告） 

第１２０条 知事は、第１１４条から第１１７条

までの規定（第１１４条第１項、第１１５条第

１項及び第２項、第１１６条第２項並びに第１

１７条第２項の規定を除く。）に違反している

者があるときは、その者に対し、当該違反をし

ている事項を是正するため必要な措置をとる

ことを勧告することができる。 

 

（費用の負担） 
第１２１条 第１１６条第４項及び第１１７条

の場合において、有害物質取扱事業者から、第

１１６条第１項の廃止若しくは除却に係る土

地の譲渡を受けた者又は土地の改変者が、土壌

汚染の調査又は拡散防止の措置等に要した費

用を、当該汚染をした者に請求することを妨げ

るものではない。 

 

（適用除外） 
第１２２条 第１１３条から前条までの規定は、

次に掲げる土壌については適用しない。 
一 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律

（昭和４５年法律第１３９号）第２条第１項

に規定する農用地の土壌 
二 汚染の原因が専ら自然的条件であること

が明らかであると認められる場所の土壌 
三 前号に掲げるものほか、法令により有害物

質の処分等を目的として設置されている施

設の存する土地の土壌 

 

 


